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○日  時  平成２８年１２月２２日（木）午後２時６分から午後２時２４分 

 

○場  所  教育委員会室 

 

○出席委員 

    教   育   長   矢 下   薫 

    教育長職務代理者   末 廣 照 純 

    委      員   樋 口 清 秀 

    委      員   髙 森 大 乗 

    委      員   垣 内 恵美子 

 

○説明のために出席した事務局職員 

    事 務 局 次 長    神 部 忠 夫 

    庶 務 課 長   岡 田 和 平 

    学 務 課 長   前 田 幹 生 

    児 童 保 育 課 長   上 野 守 代 

    放課後対策担当課長   柴 崎 次 郎 

    指 導 課 長   屋 代 弘 一 

    教育改革担当課長 

（兼 教育支援館長）    

 生 涯 学 習 課 長   小 川 信 彦 

    スポーツ振興課長   廣 部 正 明 

    中 央 図 書 館 長   齊 藤 明 美 

    事 務 局 副 参 事   山 田 安 宏 

 

 

○日  程 

 日程第１ 議案審議 

  第６８号議案 旅館業営業許可（西浅草１丁目）に関する教育委員会の意見聴取につ

いて                           

 

 日程第２ 教育長報告 

 １ 協議事項 

 （１）学務課 

   ア 退任学校医に対する感謝状の贈呈について 

 （２）生涯学習課 

小 柴 憲 一 
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   ウ 台東区ジュニアオーケストラＯＢ会が実施する事業に対する後援について 

 

 ２ 報告事項 

 （１）庶務課 

   ア 「区長への手紙」等にかかる教育委員会の対応について 

 

３ その他 
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午後2時6分 開会 

○矢下教育長 ただいまから、平成28年第23回台東区教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日の会議録署名委員は、樋口委員にお願いをいたします。 

 それでは、会議に入ります。この際、あらかじめ会議時間の延長をいたしておきます。 

 それでは、ここで傍聴についてお諮りいたします。 

 本日の教育委員会に提出される傍聴願については、これを許可いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○矢下教育長 ご異議ございませんので、傍聴については許可いたします。 

 

〈日程第１ 議案審議〉 

第６８号議案 

○矢下教育長 それでは、日程第1、議案審議に入ります。 

 議案の提案理由及び内容について説明をお願いいたします。 

 第68号議案を議題といたします。 

 庶務課長、説明をお願いします。 

○庶務課長 それでは、第68号議案旅館業営業許可に関する教育委員会の意見聴取につい

てご説明いたします。 

 本案は、旅館業法の規定に基づき台東保健所長より意見を求められておりますので、提

出するものでございます。 

 議案の2枚目の表面に保健所長からの照会文章がございますのでご覧ください。 

 申請地は、西浅草一丁目3番、申請者はインキュベイトキャピタル株式会社でございま

す。営業種別及び名称は、旅館営業、（仮称）西浅草1丁目計画新築工事、新規の申請と

なっております。 

 今回該当いたします教育関係施設は、私立の徳風幼稚園で、申請地からの距離や約68メ

ートルとなっております。幼稚園からは見通せないものと思われます。 

 裏面をご覧ください。地図の中央の囲いで斜線になっている部分が申請地で、その上に

徳風幼稚園がございます。 

 次の資料の表と裏に各階の平面図がございます。1階には受付と定員2名の客室が1部屋、

2階～5階までは定員4名で2DKタイプの客室が各階に1室ずつございます。 

 次の資料の表面と裏には立面図をつけてございます。 

 最後の資料でございますが、徳風幼稚園長からの意見でございます。 

 それでは、議案の1枚目の裏面にお戻りください。 

 教育委員会の意見の案といたしまして、私立幼稚園の近くに新たな旅館業が開業するこ

とについては望ましいことではないが、申請者が幼稚園及び周辺地域の活動に協力し、幼

稚園の教育環境にも十分な配慮をするならば、やむを得ないものと考える。また、申請者
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に対しては、宿泊客に対しても、子供の健全な教育環境を阻害するような行為に対する注

意喚起をお願いいたしたい、といたしました。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○矢下教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問はございませんか。 

○樋口委員 資料を見ますと、非常に狭い部屋ですよね。8.33m2、もう一つが7.97㎡です

が、これは間仕切りを挟んでのということだと思いますが、こういうのも旅館業で認めら

れるのですか。 

○庶務課長 法令上の規定には合致をしているということでございます。 

 現在、更地になっておりますが、更地の状態で見ると本当に狭い土地だなというのを実

感いたしました。 

○垣内委員 一つ質問ですが、変わった宿泊施設だと思いますけれども、どのような方を

想定されているというのはお聞きになっていますでしょうか。 

○庶務課長 主に外国人の観光客の方で、しかも保健所のほうで確認をしましたところ、

中長期で滞在する方をターゲットにしているということで、ダイニングがあったりミニキ

ッチンのようなものがついているということでございました。 

○垣内委員 こういう方々に、周辺の幼稚園や学校施設も含めて、どのような形で住民の

方々とトラブルなく過ごしていただけるのかといった情報提供というのは、当然、この旅

館の方がきちんとなされるという理解でよろしかったでしょうか。 

○庶務課長 教育委員会のほうからは、ただいま案として提出させていただきました意見

というものを保健所のほうに伝えますが、これを踏まえて保健所のほうで各事業者のほう

に伝えていくと思いますので。具体的にどういう話がされるか私のほうではまだわからな

い状況でございます。ただ、各委員の発言の趣旨などはきちんと伝えてまいりたいと思っ

ております。 

○矢下教育長 民間が建物をつくるのに大変な場所だよね、実際は。 

○庶務課長 浅草通りに面している通りでして、隣に警視庁の庁舎があったり、その隣に

もビルが建っている状況で、本当に狭いところにこれから工事に入るという状況でござい

ました。 

○矢下教育長 よろしいですか。 

（なし） 

○矢下教育長 これより採決いたします。 

 本案については原案どおり決定いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○矢下教育長 ご異議ございませんので、第68号議案については原案どおり決定をいたし

ました。 

 

〈日程第２ 教育長報告〉 
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１ 協議事項 

（１）学務課 ア 

○矢下教育長 次に、日程第2、教育長報告に入ります。 

 まず、協議事項を議題といたします。 

 事務局各課ごとに説明をお願いします。 

 はじめに、学務課のアについて、学務課長、説明をお願いします。 

○学務課長 それでは、退任学校歯科医に対する感謝状の贈呈についてご説明をさせてい

ただきます。資料1をご覧ください。 

 上野中学校の学校歯科医であります坂本淸也先生におかれましては、一身上の都合によ

り本年末をもって退任をされます。つきましては、これまでのご功績をたたえて感謝状の

贈呈をさせていただければと思っておりますので、ご承認方よろしくお願いを申し上げま

す。 

 私からは以上でございます。 

○矢下教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問はございませんか。 

（なし） 

○矢下教育長 それでは、学務課のアについては、協議どおり決定いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（なし） 

○矢下教育長 ご異議ございませんので、協議どおり決定をいたしました。 

 

 

（２）生涯学習課 イ 

○矢下教育長 次に、生涯学習課のイについて、生涯学習課長、説明をお願いします。 

○生涯学習課長 それでは、台東区ジュニアオーケストラOB会が実施いたします、「台東

区ジュニアオーケストラOB会 演奏会」に対する教育委員会の後援の申請につきましてご

説明をさせていただきます。資料の2をご覧ください。 

 台東区ジュニアオーケストラOB会は、台東区ジュニアオーケストラの卒団生により設立

された団体でございます。本団体は台東区ジュニアオーケストラに対する記念品の寄贈や

演奏会時の運営補助など、ジュニアオーケストラの支援を主な活動としてございます。 

 本事業につきましては、平成29年5月に浅草公会堂におきまして台東区ジュニアオーケ

ストラOB会が現役の団員とともに演奏会を行うものでございます。 

 演奏会の趣旨は、発団から35年を経まして、これまでジュニアオーケストラでご支援を

いただいた方々に対して感謝の意を伝えるとともに、現団員とOBとの親交を深めるという

ことも含めてございます。なお、5月7日に予定をしてございますコンサートは、入場料が

無料となってございます。 

 区民の生涯学習の振興に寄与するという観点から、本件の後援につきましてはよろしく



6 

ご協議の上、ご許可いただきますようお願い申し上げます。 

 ご説明は以上でございます。 

○矢下教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問はございませんか。 

○髙森委員 この団体概要を見ますと、年間総収入が12万5,000円となっておりますけれ

ども、分担金・会費1万2,000円ということで、一方、会則を見ると、会費は年1,000円と

なっていて、会員が156名いるんですけれども、これはどういう数字なのでしょうか。 

○生涯学習課長 中には、なかなか所在がつかめない方がいらっしゃるようでございます。 

○髙森委員 実働されている方々は何人ぐらいになるのですか。 

○生涯学習課長 実態としましてそれぞれの、例えば、ジュニアオーケストラの活動する

際に案内をしたり席に案内したりといった活動を、そのとき都合の合う方にしていただい

ているので、そのときそのときで、人数が数名のときもあればもうちょっといらっしゃる

ケースも多々ございます。 

○髙森委員 この会員というのは、要するにOBの人数ということでしょうか。 

○生涯学習課長 基本的にはそれでございます。 

○髙森委員 このOB会が今回現役のジュニオケのメンバーと共演をするわけですけれども、

こういった取り組みは初めてになるのでしょうか。 

○生涯学習課長 そのような取組みは、今回のような大きい会場でやるのは初めてでござ

います。 

○垣内委員 ジュニアでオーケストラを経験された方が、卒団された後も後輩をケアする

ことは素晴らしいことですし、ご一緒に演奏をされるというのもとても素晴らしいことだ

と思います。 

 恐らく、予定曲を拝見しますと、かなり有名な曲などを入れていただいて、非常に聴き

応えのあるものではないかと思われますので、ぜひ後援名義を出すことによって協力する

というだけではなくて、例えばチラシの配布ですとか、あるいは情報提供について、無料

ですし、浅草公会堂ですし、少しご協力をするというようなことをしていただけたらと思

うのですが、そのようなお考えはあるのでしょうか。 

○生涯学習課長 本公演のご許可をいただいた後に、区内の学校に対して招待券とともに

案内を送りたいと考えてございますので、その辺りのことを、この後、調整をしながら実

施していきたいと考えております。 

○矢下教育長 ほかによろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 それでは、生涯学習課長のイについては、協議どおり決定いたしたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○矢下教育長 ご異議ございませんので、協議どおり決定をいたしました。 
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２ 報告事項 

（１）庶務課 ア 

○矢下教育長 次に、報告事項を議題といたします。 

 庶務課のアについて、庶務課長、報告をお願いします。 

○庶務課長 それでは、「区長への手紙」等にかかる教育委員会の対応について（11月

分）、資料3でご説明いたします。 

 今回は、学務課取扱分が1件、中央図書館取扱分が2件となっております。 

 まずはじめに、学務課の取扱分でございますが、池之端に認定こども園ができるようだ

が、それだけでは足りないと思う。三ノ輪周辺地区に認定こども園、もしくは幼稚園が必

要であるというご意見をいただいております。 

 中央図書館取扱分でございますが、まず1件目は、図書館の職員の対応についてという

ことで、ご利用の方が職員にあることを確認したところ、「知らない」「そこにないなら

もうない」という強い口調で言われて嫌な思いをした。また、電話での対応も悪かったと。

この態度を直してほしいというご意見でございます。 

 2件目は、図書の返却ボックスについてということで、根岸図書館でございますけれど

も、子供をだっこしたまま、階段の上り下りをして図書館を利用するのは大変なので、図

書の返却ボックスを閉館中のみではなく開館しているときでも利用できるようにしてほし

いというご要望をいただきました。 

 説明は以上でございます。 

○矢下教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問はございませんか。 

○垣内委員 図書館に関してお尋ねしたいと思います。 

 まず、1件目の接客の話ですけれども、これは電話や窓口の職員の方というのは、図書

館の職員の方なのか、あるいは委託をされている社員の方なのか。正規の職員の方であれ

ば、ご指導できるかと思いますが、委託の場合はどのように接客に関する姿勢について情

報伝達をするのか、という点が1点。 

 それから2点目の根岸の場合ですが、改修工事を行う際と書いてありますけれども、こ

れは予定があるのでしょうか。あればいつ頃になるのでしょうか。 

○中央図書館長 まず1点目でございますが、今回ご指摘のあった件につきましては、区

の職員でございます。従いまして、直接、指導を行っております。 

 委託の業者が窓口を担当しておりまして、区内の図書館については全部同じ業者でござ

いますので、ある館で何か接客態度でご指摘等があった場合には、当該の館はもちろん、

全館の責任者に情報を流しまして、窓口に出ている職員に伝わるようにしております。 

 2点目の改修工事でございますが、根岸図書館は相当古い建物となっておりますので、

改修の必要性はございます。ただ、具体的に何年後というのはまだはっきり決まっていな

い状況でございます。 

○矢下教育長 耐震工事は終わっていましたよね。 
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○中央図書館長 耐震工事は前年度末で終わっております。 

○垣内委員 近々に実施する予定なのでしょうか。 

○中央図書館長 来年度すぐにですとか、再来年度すぐにという予定はございません。 

○髙森委員 今、垣内委員からも、接遇の指導に関して、図書館に限らず区の職員の方々

は、接遇のレクチャーなど研修は受けていらっしゃると思うのです。そうした中で、こう

いった発言がどういう状況で出てきたのかよくわからないところがあって、にわかには信

じがたいのですが、また改めてしっかりと意識を高めていただくようにお願いをいたしま

す。 

○中央図書館長 職員の側からすれば、そこまで強い言い方をしたつもりがないというこ

となのですが、受けとられるお客様がそのように感じたという事実がございますので、接

客の際にはよく注意するように重ねて指導してまいりたいと思います。 

○矢下教育長 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 それでは、庶務課のアについては、報告どおり了承を願います。 

 

 

３ その他 

○矢下教育長 その他、何かございませんか。 

（なし） 

○矢下教育長 以上をもって、本日予定された議事日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして本日の定例会を閉じ、散会いたします。 

午後2時24分 閉会 


